
議案第２４号 

 

職員等の旅費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員等の旅費支給に関する条例（昭和２６年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１号中「、教育委員会委員長」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の職員等の旅費支給に関する条例第２条第１号の規定は、この

条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により在職す

るものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号）第１６条第１項の教育委員会の教育長が在職する間については、

なおその効力を有する。 



 ― １ ― 

 

職員等の旅費支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

 改 正 前 改 正  後 

 

（用語の意義） 

第２条  この条例において次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。  

 （１）  各機関の長  町長、議会議長、選挙管理委員会

委員長、監査委員、農業委員会長、教育委員会委員

長、公平委員会委員長 

 （２）～（８） 略 

 

（用語の意義） 

第２条  この条例において次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。  

 （１）  各機関の長  町長、議会議長、選挙管理委員会

委員長、監査委員、農業委員会長、教育委員会委員

長、公平委員会委員長  

 （２）～（８）  略 
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